
 Weekly Network News                           １９９９年（平成１１年）１月１１日創刊・毎週月曜日発行 

 
Ｎｏ．835 平成27年10月26日（月曜日）

発 行 )株 式 会 社 ノ ー ス ア イ ラ ン ド
東京本社)東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル10F

 T e l . 0 3 - 3 2 1 6 - 2 0 0 4  F a x . 0 3 - 3 2 1 6 - 0 4 3 9

大阪支社)大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル9F

T e l . 0 6 - 6 4 4 8 - 2 0 0 4  F a x . 0 6 - 6 4 4 8 - 0 5 3 9

 

 

今週のキーワード 1.配偶者控除の見直し～基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除を一本化し、所得額

によらず税負担の軽減額が一定となる税額控除制度に移行すべき。2.社会保険制度の

見直し～社会保険料負担によって急激な手取り額の減少が生じる「130 万円の壁」を

最大限解消するため、世帯単位で見た手取り額の減少幅を縮小するための保険料負担

の段階的減額など制度改正を検討すべき。3.企業の扶養手当の見直し～扶養手当で、

なだらかな支給に変えるためのインセンティブ付与を提案。 

日商の提言内容 

※配信先の変更、配信停止のご希望はお手数ですが Tel.03-3216-2004 または info@knowsi-land.jp までご連絡ください。 

「ふるさと納税ワンストップ特例」     
一定要件に該当すれば確定申告不要 

 

ふるさと納税は、自分の生まれた故郷だけでなく

応援したい自治体など、どの都道府県・市区町村に

対する寄附でも対象に、寄附金のうち2000円を超え

る部分について、一定の上限まで、原則として所得

税・個人住民税から全額が控除される。 

この税金の控除を受けるためには、これまでは確

定申告を受ける必要があったが、本年４月１日から

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まり、

一定の要件に該当すれば確定申告が不要となって

いる。 

特例の適用要件は、(1)ふるさと納税先の自治体

数が５団体以内であること、(2)ふるさと納税の寄

附金控除を受ける目的以外で確定申告書の提出を

要しない者であることの２つで、いずれの要件にも

該当する必要がある。これらの要件を満たし、各ふ

るさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請

書を提出した場合、所得税控除額を含めた額が翌年

度分の住民税から控除されることになる。 

ただし、５団体を超える自治体にふるさと納税を

行った場合や、医療費控除の適用など、ふるさと納

税の有無にかかわらず確定申告を行う人も、ふるさ

と納税についての控除を受けるためには、これまで

同様に確定申告を行う必要がある。また、特例の適

用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請

書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行っ

た翌年の１月10日までに、ふるさと納税先の自治体

へ変更届出書を提出しなければならない。 

女性の活躍推進を阻む要因改正を要望
日商「税・社会保険制度に関する提言」 
 

自民党の税制調査会は幹部会合で11月以降、来

年度の税制改正議論開始に備え、いの一番に軽減

税率の議論を進めることを確認した。 

榊原経団連会長は「（軽減税率を導入すると決

めたら）中小事業者に合う制度設計を望む」と事

務負担増を恐れる。三村日本商工会議所会長は

「女性の働きたい意志を尊重した税・社会保険制

度に関する提言」をまとめた。 

主旨は「日本が今後とも持続的な成長を遂げて

いくためには、女性や高齢者を含む多様な人材の

活躍推進が不可欠。とりわけ女性は諸外国に比し

て就業率が低く働きたくても働けない様々な制

約が存在する」と訴え、女性の活躍推進を制約す

る要因の一つとして指摘されている、いわゆる

「103万円・130万円の壁」問題、①配偶者控除の

見直し、②社会保険制度の見直し、③企業による

扶養手当見直しの３点。 

しかし結論から言えば「時期が悪い」。参議院

選挙と消費増税が目前の安倍政権。①―③改正ま

での時間と余裕が削がれ集中審議ができない見

込み。軽減税率導入、マイナンバーカードを巡り、

政府、宮沢税調会長、それに公明党、財務省の中

で“新人・宮沢会長”の舵取りが注目される。宮

沢会長「与党間調整急ぐ」。麻生大臣「協力はす

る」。 

女性の働きたい意志を尊重した税制を画餅に

終わせてはならない。 
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発 展 を 目 指 す 企 業 家 の た め の 経 営 指 南 役 
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